
福
井
藩
の
下
級
家
臣
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

森　

下　
　

徹

一
、
下
級
家
臣
団
の
身
分
的
位
置

　
「
新
番
格
以
下
」（
松
平
文
庫　

福
井
県
文
書
館
保
管
）
は
福
井
藩
下
級
家
臣
団
の
人
事
記
録
で
あ
る
。
原
本
は

七
分
冊
か
ら
な
っ
て
お
り
、
弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
十
一
月
、
人
事
管
理
を
職
掌
と
す
る
目
付
が
配
下
の
物
書

を
使
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
そ
の
後
も
書
き
継
が
れ
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
ご
ろ
ま

で
の
内
容
を
含
む
と
さ
れ
る
⑴
。
個
人
の
履
歴
が
家
と
し
て
の
継
承
と
と
も
に
記
載
さ
れ
る
の
で
、
下
級
家
臣
団

の
あ
り
方
を
定
量
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
好
個
の
史
料
で
あ
る
。

　

対
象
と
な
る
の
は
、
小
役
人
以
下
、
下
代
ま
で
の
階
層
に
あ
た
る
。
冒
頭
の
前
書
に
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）

年
十
月
、「
今
度
御
改
革
ニ
付
、
小
役
人
ゟ
諸
組
ニ
至
ま
て
総
而
卒
族
ト
相
唱
」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
治
初
年
に

家
臣
団
が
士
族
と
卒
族
と
に
区
分
さ
れ
た
と
き
、
卒
族
に
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
と
な
る
（
な
お
標
題
に
あ
る
新

番
格
は
士
分
で
あ
り
、
本
史
料
の
対
象
外
で
あ
る
）。
こ
こ
で
舟
澤
茂
樹
氏
の
整
理
を
参
照
す
れ
ば
、「
新
番
格
以

下
」
は
表
１
の
よ
う
な
格
か
ら
な
っ
て
い
た
。
表
示
し
な
か
っ
た
が
い
ず
れ
も
切
米
と
扶
持
を
給
付
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
小
役
人
・
小
役
人
格
で
あ
れ
ば
一
五
石
・
三
人
扶
持
、
一
統
の
徒
は
一
五
石
・
三
人
扶
持
、
小
算
は

一
〇
～
一
二
石
・
三
人
扶
持
、
坊
主
・
下
代
は
八
石
・
二
人
扶
持
な
ど
の
額
だ
っ
た
。
さ
ら
に
表
示
よ
り
下
に
は

組
之
者
な
ど
奉
公
人
ク
ラ
ス
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
史
料
に
は
掲
載
さ
れ
な
い
。

　

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
人
数
に
つ
い
て
、
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
の
「
給
帳
」
よ
り
ま
と
め
れ
ば
表
２
の
通
り
で

あ
る
。
表
１
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
も
の
の
、
諸
役
人
・
台
所
目
付
が
小
役
人
、
徒
目
付
・
徒
組
頭
・
雑
用

係
が
小
役
人
格
、
徒
組
が
一
統
、
帳
附
が
一
統
格
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
お
よ
そ
五
〇
〇
人
が
対

象
と
な
る
階
層
だ
っ
た
。

解
　
説

表 1		「新番格以下」の格と役職
格 役　　職

小役人 勝手役、蔵奉行、広敷添役、その他
小役人格 徒目付、広敷添役、帳付、料理方、その他
一統 徒
一統格 料理方、帳付見習、坊主頭、その他
小算 小算
小算格 鵜匠、下代
小寄合 料理方、中判
小寄合格 下代
坊主・下代 坊主、下代

舟澤茂樹「福井藩の卒族について」『福井県地域史研究』5、
第 4 表より作成。



　

な
お
一
統
以
上
は
目
見
と
し
て
跡
目
相
続
が
認
め
ら
れ
、
小
算
以
下
と
区
別
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し

士
分
は
正
月
二
日
に
藩
主
の
謁
見
が
な
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
小
役
人
・
小
役
人
格
は
翌
三
日
に
大
広

間
で
の
謁
見
で
あ
り
、
一
統
の
ば
あ
い
は
、
正
月
三
日
に
一
同
列
座
の
な
か
を
通
り
か
か
る
藩
主
に

拝
謁
す
る
だ
け
、
と
い
っ
た
区
別
が
あ
っ
た
⑵
。
藩
主
と
の
関
係
に
お
い
て
、
目
見
で
き
る
か
ど
う
か
、

で
き
る
と
し
て
も
そ
の
仕
方
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ら
に
細
か
く
差
異
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
内
部
の
序
列
を
孕
み
な
が
ら
、
明
治
二
年
に
小
役
人
か
ら
下
代
ま
で
が
そ
れ
以
上
の
階

層
と
は
区
別
さ
れ
卒
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、
す
で
に
以
前
か
ら
あ
っ
た
身
分
的
な
区
別
を
引
き

継
い
だ
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
史
料
に
掲
載
の
う
ち
、
新
番
組
に
昇
進
し
て
い
た
伊
藤

茂
七
郎
は
、
天
保
九
（
一
八
三
九
）
年
に
小
算
に
格
下
げ
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
「
不
慎
之
義
有

之
御
咎
被
仰
付
候
処
、
亦
復
不
埒
至
極
之
趣
相
聞
候
ニ
付
侍
御
削
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
新
番

格
以
上
が
「
侍
」
で
あ
り
、そ
こ
か
ら
外
れ
て
表
１
の
階
層
に
下
が
る
と
「
侍
」
で
は
な
く
な
る
（「
侍

御
削
」）
の
だ
っ
た
。
明
治
初
年
の
士
―
卒
の
区
別
は
、
近
世
に
お
け
る
「
侍
」
＝
武
士
身
分
と
そ
れ
以
外
と
の

区
分
に
対
応
し
て
い
た
。

　

も
っ
と
も
「
侍
」
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
嘉
永
五
年
「
給
帳
」
に
お
け
る
荒
子
八
〇
九
人
を
は
じ
め
中
間
や
小

人
な
ど
も
同
様
だ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
と
も
別
扱
い
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
福
井
藩
の
家
臣
団
は
「
侍
」（
武

士
身
分
）
―
「
新
番
格
以
下
」
で
の
搭
載
階
層
―
奉
公
人
ク
ラ
ス
、
と
い
う
大
き
く
は
三
層
か
ら
な
っ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
内
部
は
さ
ら
に
細
か
く
階
層
化
さ
れ
て
い
た
。
一
方
で
、
そ
の
い
ず
れ
も
藩
主
か
ら
知

行
な
い
し
切
米
・
扶
持
を
給
付
さ
れ
て
い
る
点
で
は
、
等
し
く
家
中
の
構
成
員
で
も
あ
っ
た
。
主
従
制
の
原
理
に

し
た
が
っ
た
、
幾
重
に
も
な
る
階
層
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
下
級
家
臣
団
は
あ
っ
た
。

二
、
家
と
し
て
の
相
続

　

こ
う
し
た
家
臣
団
内
部
に
お
け
る
武
士
身
分
と
そ
れ
以
外
と
の
区
別
は
、「
家
督
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
否

表 2		嘉永 5年「給帳」における「新番格以下」
格 切米 人数

諸役人 12 ～ 15 石 12
台所目付 12 ～ 15 石 17
徒目付 18 石 14
徒組頭 12 ～ 15 石 3
雑用役 10 ～ 15 石 38
徒組 15 石 57
帳附 8～ 15 石 30
小算 10 ～ 12 石 61
小算格 8～ 10 石 40
小寄合役 8～ 11 石 7
中判 8～ 10 石 6
小寄合格 5～ 10 石 61
坊主 8石 62
諸支配（下代のみ） 8石 49

計 457

『福井県史　資料編 3』「給帳」より、表１に相当するものを
抽出した。また諸支配は切米 8 石の下代のみを表示した。



か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
本
史
料
か
ら
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
い
ま
紹
介
し
た
伊
藤
茂
七
郎
の
父
、
伊
藤
新
三
郎

の
系
譜
を
見
る
と
、
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
に
「
親
庄
助
為
跡
目
」
小
算
に
任
命
さ
れ
た
あ
と
、
文
化
十
三

（
一
八
一
六
）
年
に
小
役
人
、
文
政
三
（
一
八
二
〇
）
年
に
新
番
格
と
な
り
、
文
政
九
年
に
は
新
番
に
ま
で
な
っ
た
。

一
代
で
小
算

小
役
人

新
番
格

新
番
と
、
武
士
身
分
で
あ
る
新
番
に
昇
進
を
遂
げ
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
文

政
十
二
年
三
月
二
十
五
日
に
「
病
身
ニ
付
休
息
」
と
な
り
、
即
日
、
倅
茂
七
郎
が
「
家
督
如
是
無
相
違
被
下
置
」、

切
米
・
扶
持
を
引
き
継
い
で
新
番
入
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
新
番
格
以
上
、
す
な
わ
ち
明
治
二
年
に
士
と
さ

れ
た
階
層
に
は
、「
家
督
」
の
相
続
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

　

一
方
、
本
史
料
に
掲
載
の
多
く
は
、
個
々
人
の
経
歴
の
最
後
に
、「
病
気
願
之
上
立
替
被
仰
付
」
の
よ
う
に
「
立

替
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
伊
藤
熊
之
助
の
系
譜
を
見
る
と
、
文
化
元
（
一
八
〇
四
）
年
五
月
二
十
八
日

「
大
病
ニ
付
願
之
通
御
暇
被
下
」
と
さ
れ
る
も
の
の
、
跡
を
継
い
だ
養
子
伊
藤
松
五
郎
は
、
同
日
に
「
養
父
熊
之

助
立
替
被
仰
付
、
御
擬
作
如
此
被
下
置
、
御
料
理
方
被
仰
付
」
と
し
て
、
切
米
・
扶
持
を
継
承
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
「
御
暇
被
下
」
こ
と
を
「
立
替
被
仰
付
」
と
言
い
換
え
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、「
立
替
」
と
は
い
っ
た
ん
暇

を
出
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
再
度
後
継
者
が
召
し
抱
え
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
そ
の
三
代
の
ち
、

伊
藤
弥
之
助
（
弥
五
太
夫
と
改
名
）
は
、万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
五
月
三
日
に
病
死
し
、六
月
十
一
日
、倅
に
「
親

弥
五
太
夫
病
気
及
大
病
立
替
相
願
、
其
後
令
病
死
候
ニ
付
、
御
料
理
人
被
仰
付
、
御
充
行
並
之
通
」
と
跡
目
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
立
替
」
の
手
続
き
を
ふ
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
て
お
り
、
逆
に
い
え

ば
そ
れ
を
し
な
い
と
継
承
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
家
督
」
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
な
か
っ

た
と
は
い
え
、「
立
替
」
の
手
続
き
を
経
る
こ
と
で
事
実
上
は
世
襲
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

じ
っ
さ
い
、
本
史
料
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
系
譜
は
、
家
と
し
て
の
継
承
が
広
汎
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
史
料
も
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
い
ろ
は
順
に

掲
載
さ
れ
る
本
史
料
の
う
ち
で
、
試
み
に
「
い
」
か
ら
始
ま
る
姓
を
も
つ
二
七
家
に
つ
い
て
系
譜
を
簡
略
化
し
て

ま
と
め
て
み
た
（
表
３
）。
な
お
、
履
歴
に
は
下
代
や
徒
な
ど
格
な
の
か
役
職
な
の
か
判
断
し
づ
ら
い
記
載
も
多



い
が
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
ま
ま
表
示
し
て
あ
る
。
す
る
と
、
一
代
限
り
も
あ
る
と
は
い
え
、
ほ
と
ん
ど
が
数
代
に

わ
た
っ
て
地
位
を
継
承
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
系
譜
を
遡
れ
る
の
は
古
く
て
も
一
八
世
紀
半
ば
で
あ
り
、
多
く
が
一
八
世
紀
末
な
い
し
一
九
世
紀
に

入
っ
て
か
ら
、
す
な
わ
ち
三
～
四
代
程
度
の
も
の
が
数
と
し
て
は
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

た
と
え
ば
［
伊
藤
７
］
伊
藤
清
吉
に
つ
い
て
、「
表
御
出
居
番
相
勤
候
由
、
言
伝
ニ
御
座
候
へ
と
も
、
被
召
抱
候

年
月
等
相
分
り
不
申
候
」
と
記
す
よ
う
に
、
そ
れ
以
前
に
お
け
る
記
録
の
不
分
明
さ
に
、
あ
る
い
は
よ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
こ
う
し
た
階
層
に
お
け
る
地
位
の
継
承
に
か
ん
し
て
、
法
令
で
は
ど
の
よ
う
に
定
ま
っ
て
い
た
の
か
見

て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
る
と
一
八
世
紀
半
ば
に
、
い
く
つ
か
の
規
定
が
発
令
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
た
と
え
ば
寛
延
元
（
一
七
四
八
）
年
に
は
、「
小
役
人
格
之
者
之
跡
」
に
つ
い
て
、「
年
頃
之
者
」
で
あ
れ
ば

一
二
石
・
三
人
扶
持
で
小
算
に
召
し
抱
え
て
き
た
も
の
の
、
小
算
が
減
員
と
な
る
の
で
、
五
人
扶
持
の
浮
人
と
し

て
お
き
、
小
算
に
空
き
が
出
た
と
き
上
述
の
切
米
・
扶
持
と
す
る
か
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
小
役
人
と
す
る
、
と

し
て
い
る
⑶
。
す
で
に
小
役
人
の
跡
目
は
、
格
下
の
小
算
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
じ
っ
さ
い

表
３
に
よ
れ
ば
、［
伊
藤
３
］［
伊
藤
５
］［
岩
屋
］
の
よ
う
に
、
小
役
人
の
跡
目
は
小
算
か
ら
、
と
の
原
則
は
幕

末
に
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

　

ま
た
こ
れ
に
先
立
つ
元
文
三
（
一
七
三
八
）
年
に
は
、「
御
徒
之
者
格
已
下
跡
目
不
被
仰
付
者
共
」
が
病
死
し
、

倅
や
養
子
を
後
継
に
願
い
出
る
ば
あ
い
、
年
齢
が
足
り
な
か
っ
た
り
御
用
に
立
た
な
か
っ
た
り
す
る
も
の
を
召
し

出
す
こ
と
も
あ
る
と
し
て
、
今
後
は
年
齢
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
に
、「
親
も
相
勤
候
者
之
忰
等
之
事
、
其

上
厄
介
等
も
有
之
者
抔
」
に
つ
い
て
空
き
が
出
れ
ば
吟
味
を
す
る
、
と
の
こ
と
も
命
じ
ら
れ
て
い
る
⑷
。
自
動
的

に
相
続
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
地
位
を
家
と
し
て
継
承
し
よ
う
と
す
る
動
向
が
す
で
に
一
般
的

だ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
え
よ
う
。

　

あ
る
い
は
寛
延
元
（
一
七
四
八
）
年
に
は
、
小
役
人
・
徒
か
ら
新
番
組
へ
の
昇
進
は
取
立
か
ら
一
〇
年
を
経
て



系統 最初の記事 系　　譜

［伊藤１］ 慶応 2（1866） 伊藤音之助＝伊藤又太郎

［伊藤２］ 寛保 3（1743） 伊藤弥右衛門（表料理）－伊藤弥三次（御料理方）－伊藤安之助（御料理方）＝伊藤熊之助（御料理方）＝伊
藤松五郎（御料理方）＝伊藤円次郎（御料理方）－伊藤弥之助（御料理方→一統格→小役人格）－伊藤弥太
郎（小十人組）

［伊藤３］ 延享 3（1746） 伊藤十太夫（下代→小算）－伊藤直作（小算並）　伊藤庄助（下代→小算→一統格→小役人）－伊藤新三郎
（小算→一統格→小役人→新番格→新番組）－伊藤茂七郎（新番組→小算→小役人格）－伊藤登美太（徒）

［伊藤４］ 寛政 7（1795） 伊藤治左衛門（下代→小寄合格→小算格→小算→一統格）－伊藤松五郎（小算→小十人組）

［伊藤５］ 天明元（1781） 伊東左次右衛門（下代→小算→一統格→小役人）－伊藤万次郎（小算→小役人格）－伊藤鉄之助（小算→
一統格→小役人格→小役人）－伊藤左太郎（小算）

［伊藤６］ 宝暦 5（1751） 天谷多助（下代）－天谷次右衛門（下代→小寄合格）－天谷多助（下代）＝天谷欽兵衛（下代）＝伊藤清兵衛
（下代）＝伊藤五郎七（下代→小寄合格）＝伊藤金八（下代）

［伊藤７］ 文化 8（1811） 伊藤清吉＝伊藤庄右衛門＝伊藤金蔵（下代）＝伊藤清三郎（小寄合格）－伊藤清五郎（下代）

［岩屋］ 元文元（1736） 岩屋平太夫（小算→小役人格）－岩屋金四郎（徒→小役人）－岩屋滝五郎（小算→徒→小役人格→新番格）
－岩屋鉢五郎（小役人→徒目付）

［石川］ 寛政元（1789） 石川万斎（一統格→小役人格→小役人）＝石川平蔵（徒→小役人格）－石川平七（徒→小役人格）

［岩佐１］ 元文元（1736） 岩佐七九郎（徒→留守番組）－岩佐与三七（大番組・留守番組）＝岩佐助七（留守番組→大番組）－荒木密
太郎（留守番組）＝荒木栄蔵（徒）＝荒木金五郎（徒）

［岩佐２］ 天明 4（1784） 岩佐斧右衛門（下代）－岩佐尉兵衛（下代→坊主）－岩佐友睦（坊主→一統格→小役人格→小十人組）

［五十嵐］ 明和 7（1770） 五十嵐門弥（坊主）－五十嵐門斎（坊主→一統格）－五十嵐玄意（坊主→一統格）＝五十嵐小一郎（小算）＝
五十嵐捨太郎（小算）

［磯野１］ 文化 7（1810） 磯野栄助（下代→小算格→小算）＝磯野順助（小算）＝磯野栄太郎（下代）＝磯野金次郎（下代→小寄合格
→小算格）

［磯野２］ 文政11（1828） 吉田辰右衛門（下代）＝吉田幸右衛門（下代）＝吉田三蔵（下代）＝吉田鉄次郎（下代→小寄合格）

［石田１］ 享保15（1730） 赤尾曾兵衛（小算→小役人）－赤尾忠四郎（徒）－赤尾七五郎（小役人格→新番格）－赤尾久太郎（小役人
→一統格）＝赤尾久作（小算）＝赤尾光次郎（下代）

［石田２］ 天保 8（1737） 武曾長兵衛（下代）＝武曾藤悦（坊主）＝成田左一郎（下代）＝石田熊三郎（下代）

［石田３］ 安政 2（1855） 橋本次郎助（下代）　橋本吉之介（下代）

［石丸］ 弘化 2（1844） 吉山平八郎（下代→小算格）＝吉山周蔵（下代）

［飯塚］ 天明 4（1784） 飯塚市助（下代→小算格→小寄合格）　飯塚権吉（下代→小寄合格→小算格→小寄合格）　飯塚祥介（坊
主→下代）

［池田１］ 文化10（1813） 小泉増右衛門（下代）－小泉助八（下代→小寄合格→小算格→小寄合格）＝小泉猪三七（下代→小寄合格）

［池田２］ 文化 2（1805） 吉村安右衛門（下代→小寄合格→小算格）＝吉村兼蔵（下代）＝吉村国太郎（下代）

［池村］ 天明 2（1782） 松村平助（下代→小寄合格→小算格）－松村金次郎（下代）＝松村甚蔵（下代→小寄合格→小算格）＝池村
良金（小算）

［市村］ 延享 3（1746） 山岡猪太夫（徒）　山岡市蔵（徒）　山岡仁蔵（徒）＝山岡市蔵（徒）＝山岡庄兵衛（小算）－山岡七之助（小
算）＝山岡伊三太（小算）＝山岡平左衛門（下代→小寄合格→小算格）－市村剛一郎（下代→小寄合格）

［猪坂］ 文政12（1829） 猪坂平太夫（下代→小寄合格）－猪坂慎平（下代→小寄合格）

［岩尾］ 文政 4（1821） 藤井久斎（坊主）＝藤井多之助（小算）＝近藤直吉（下代）＝杉野久次郎（下代）＝杉野助蔵（坊主）

［稲垣］ 文政 3（1820） 野田半右衛門（小寄合格）＝野田半次郎（下代）＝野田伝次郎（下代）＝野田八介（下代）＝本庄石太郎（下
代）

表 3		伊藤家～稲垣家の系譜

－は倅、＝は養子・養弟。名前は処罰を受けたもの。明治 2 年 11 月「御改革」以後の記事は記載していない。



か
ら
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
大
番
組
へ
の
昇
進
は
四
〇
年
を
経
て
か
ら
な
ど
、
年
数
に
よ
っ
て
昇
進
ま
で
の
期
間
を

定
め
る
規
定
も
出
さ
れ
て
い
る
⑸
。

　

こ
の
よ
う
に
表
３
に
示
さ
れ
る
あ
り
か
た
は
、
ほ
ぼ
一
八
世
紀
半
ば
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
で

は
さ
ら
に
そ
れ
以
前
に
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
た
と
え
ば
一
七
世
紀
末
の
給
帳
に
は
、
小
役
人
四
〇
人
、
御
貝
役

・
御
帳
付
一
五
人
、
小
算
二
六
人
、
あ
る
い
は
諸
手
代
一
二
二
人
な
ど
が
見
え
る
⑹
。
こ
れ
ら
の
階
層
は
そ
の
後

い
っ
そ
う
細
分
化
さ
れ
、
ま
た
人
数
も
増
え
る
も
の
が
多
い
よ
う
だ
が
、
組
織
の
骨
格
と
し
て
は
近
世
後
期
と
ほ

ぼ
同
様
だ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
そ
の
段
階
で
の
再
生
産
の
し
く
み
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

三
、
昇
進
制

　

と
こ
ろ
で
こ
の
史
料
で
は
、
個
々
人
に
つ
い
て
任
用
か
ら
始
ま
っ
て
、
い
つ
ど
う
い
っ
た
役
職
に
就
き
、
ま
た

昇
進
し
た
の
か
と
い
っ
た
履
歴
が
逐
一
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
藩
の
組
織
に
お
い
て
、
昇
進
と
は
は
い
か
ほ
ど
の
意
味
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
を
問

題
に
し
た
の
が
藤
井
讓
治
氏
で
あ
る
。
氏
は
、「「
上
士
」
の
専
有
す
る
官
職
と
「
下
士
」
の
専
有
す
る
官
職
の
間

に
は
、
ほ
ぼ
完
全
な
る
断
絶
が
存
在
し
て
い
た
」
と
の
見
解
に
対
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
「
昇
進
の
世
界
は
閉
鎖
的
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
問
う
。
そ
の
う
え
で
幕
府
御
家
人
や
小
浜
藩
に
お
け
る
官
職
昇
任
の
例
を
あ
げ
、「
幕

藩
官
僚
制
下
で
の
昇
進
制
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
も
ち
つ
つ
も
、
彼
ら
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
引
出
す
こ
と
で
、

官
僚
制
機
構
を
生
き
た
運
動
体
た
ら
し
め
る
強
力
な
テ
コ
で
あ
っ
た
」
と
の
評
価
を
与
え
て
い
る
⑺
。

　

と
は
い
え
表
３
の
な
か
で
は
新
番
、
す
な
わ
ち
「
侍
」
身
分
に
上
昇
で
き
た
も
の
は
ご
く
少
数
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
も
っ
と
も
昇
進
す
れ
ば
こ
の
記
録
か
ら
は
外
れ
る
の
だ
か
ら
、
少
な
く
て
当
然
と
も
い
え
る
。
じ
っ
さ
い

の
と
こ
ろ
は
ど
う
な
の
か
。
そ
こ
で
舟
澤
茂
樹
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
、
士
分
取
り
立
て
状
況
を
示
す
デ
ー
タ

を
参
照
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
明
和
元
（
一
七
六
四
）
年
か
ら
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
ま
で
に
士
分
に



取
り
立
て
ら
れ
た
人
数
は
八
〇
人
（
う
ち
六
〇
人
は
新
番
入
、
残
り
は
大
番
入
や
留
守
番
入
）
と
さ
れ
て
い
る
⑻
。

表
２
の
階
層
の
な
か
か
ら
士
分
に
昇
進
し
た
の
は
、
一
世
紀
ほ
ど
の
あ
い
だ
で
こ
の
程
度
で
あ
り
、
や
は
り
ご
く

一
部
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
た
と
え
そ
う
で
は
あ
れ
、
昇
進
の
回
路
自
体
は
開
か
れ
て
い
た
わ
け

で
、
そ
の
こ
と
が
か
れ
ら
の
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
引
出
す
こ
と
」
に
な
っ
た
可
能
性
は
た
し
か
に
あ
る
。

　

し
か
も
表
３
を
み
る
と
、
一
代
の
う
ち
で
「
出
精
相
勤
候
ニ
付
」、
小
算
や
小
寄
合
な
ど
に
昇
進
す
る
例
は
多
い
。

新
番
に
ま
で
達
す
る
も
の
は
た
し
か
に
少
数
で
は
あ
れ
、
一
ラ
ン
ク
程
度
の
昇
進
は
広
く
見
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
も
っ
と
も
そ
れ
に
伴
っ
て
切
米
・
扶
持
が
上
が
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
む
し
ろ
変
わ
ら
な
い
ば
あ
い

が
多
い
。
他
方
で
、
格
と
職
と
が
対
応
す
る
の
が
藩
の
組
織
だ
か
ら
、
昇
進
に
応
じ
て
務
め
る
役
職
が
変
わ
る
こ

と
も
あ
っ
た
ろ
う
。
昇
進
が
「
出
精
」
を
う
な
が
す
動
機
づ
け
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
た
の
は
た
し
か
な
よ
う

だ
が
、
そ
れ
が
個
々
人
に
ど
う
い
っ
た
形
で
内
面
化
さ
れ
て
い
た
の
か
、
な
お
検
討
が
必
要
と
な
る
。

四
、
役
職
へ
の
就
任
状
況

　

次
に
履
歴
に
即
し
て
、
か
れ
ら
が
就
い
た
役
職
に
つ
い
て
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
表
３
に
よ
れ
ば
、［
伊

藤
２
］
の
よ
う
に
代
々
料
理
方
を
世
襲
す
る
も
の
や
、［
五
十
嵐
］
の
よ
う
に
坊
主
を
継
ぐ
も
の
も
い
る
が
、
多

く
は
さ
ま
ざ
ま
な
部
署
に
配
属
さ
れ
転
属
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
と
く
に
下
代
と
し
て
実
務
を
担
う
も
の
だ
っ
た
ら

し
い
。
異
動
の
年
月
日
も
記
さ
れ
る
か
ら
、
藩
庁
の
実
務
官
僚
層
の
任
免
状
況
を
定
量
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、［
五
十
嵐
］
五
十
嵐
捨
太
郎
の
よ
う
に
、
廃
藩
置
県
後
に
福
井
県
史
生
に
就
職
し
た
も
の
も
い
る
。
福
井

藩
の
家
臣
団
が
近
代
の
行
政
機
構
に
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
興
味
あ
る
点
だ
ろ
う
。

明
治
四
年
以
降
も
書
き
継
が
れ
る
本
史
料
は
、
そ
う
し
た
検
討
を
可
能
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
考
を
俟
つ
と
し
て
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
い
の
は
、
先
の
昇
進
と
は
逆
に
、
処
罰
を
受

け
た
も
の
も
多
く
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
表
３
で
は
名
前
を
ゴ
チ
ッ
ク
で
表
記
し
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
た
め

に
降
格
と
な
る
こ
と
も
往
々
に
し
て
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
江
戸
屋
敷
に
詰
め
て
い
た
［
岩
屋
］
岩
屋
滝
五
郎
が
、



「
支
配
之
者
締
り
方
不
参
届
候
ニ
付
急
度
御
叱
り
」
と
な
っ
た
よ
う
に
、
配
下
の
管
理
責
任
を
問
わ
れ
た
も
の
も

あ
る
が
、
多
く
は
「
勤
中
不
念
之
趣
相
聞
候
ニ
付
」（［
伊
藤
５
］
伊
藤
万
次
郎
）
の
よ
う
に
自
身
の
役
職
上
の
不

始
末
に
起
因
す
る
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
も
、
と
も
に
御
趣
意
方
に
勤
め
て
い
た
［
飯
塚
］
飯
塚
権
吉
と
［
池
田
１
］
小
泉
助
八
が
、
安
政
三
年
、「
配

当
銀
等
過
分
申
受
、
殊
ニ
一
旦
右
銀
子
高
書
上
ケ
候
以
後
、
同
勤
之
者
及
白
状
ニ
付
、
亦
復
銀
子
申
受
候
段
相
顕

候
始
末
不
届
至
極
」
と
し
て
格
下
げ
に
な
り
、
罰
金
を
上
納
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
業
務
に
か
か
わ
る
横
領
行
為

に
よ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、［
岩
佐
２
］
岩
佐
尉
兵
衛
が
預
所
代
官
下
代
だ
っ
た
さ
い
、「
在
方

取
扱
不
宜
筋
相
聞
候
ニ
付
立
替
被
仰
付
」
た
の
も
、
類
似
の
行
為
だ
っ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
単
に
業
務
遂
行

の
う
え
で
の
不
始
末
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
不
正
行
為
に
よ
る
処
罰
と
思
し
き
も
の
が
垣
間
見
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
に
対
す
る
藩
の
対
策
を
、
法
令
の
な
か
に
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
天
明
元
（
一
七
八
一
）

年
、
金
津
奉
行
と
郡
奉
行
に
対
し
て
次
の
達
が
出
さ
れ
て
い
る
⑼
。

　
　

 

在
方
江
相
拘
り
候
役
方
江
近
年
訳
而
被
仰
出
候
趣
も
有
之
候
処
、
等
閑
ニ
相
心
得
候
哉
御
為
を
不
存
、
私
欲

之
致
方
有
之
者
共
相
聞
候
ニ
付
、
夫
々
御
咎
被
仰
付
候
、
尚
亦
御
吟
味
筋
被
仰
付
置
候
儀
も
有
之
候
間
、
支

配
之
者
心
得
違
無
之
様
可
被
申
付
候
、
且
又
下
代
共
儀
支
配
村
々
ゟ
年
始
・
歳
暮
或
ハ
願
事
等
有
之
節
、
音

物
取
請
候
儀
貪
着
も
無
之
、
定
例
之
様
ニ
相
心
得
候
者
共
有
之
趣
相
聞
候
、
畢
竟
頭
立
候
下
代
共
申
談
方
不

参
届
不
埒
之
事
ニ
候
間
、
此
段
ハ
支
配
頭
心
得
を
以
呵
置
候
様
可
致
事
ニ
候
、
勿
論
向
後
聊
之
音
物
ニ
而
も

銀
子
等
之
取
扱
無
之
様
、
下
代
・
組
之
者
共
江
可
被
申
付
候

　

金
津
奉
行
と
郡
奉
行
の
配
下
に
は
下
代
が
お
り
、
ま
た
さ
ら
に
そ
の
下
に
組
之
者
（
足
軽
）
が
配
属
さ
れ
て
い

た
。
こ
こ
で
は
と
く
に
下
代
を
名
指
し
し
て
、
担
当
の
村
々
か
ら
音
物
を
受
け
取
る
こ
と
を
当
然
の
よ
う
に
心
得

て
い
る
と
問
題
視
し
て
い
る
。
同
内
容
は
奉
行
（
勘
定
奉
行
）
と
目
付
へ
も
宛
て
ら
れ
た
が
、
目
付
宛
の
も
の
で

は
「
近
来
百
姓
共
役
人
江
ま
い
な
ひ
を
以
取
入
、
不
実
之
願
事
多
く
」
と
あ
り
、
賄
賂
が
常
態
化
し
て
い
た
こ
と

を
う
か
が
え
る
。



　

同
様
な
達
は
遡
っ
て
宝
暦
十
三
（
一
七
六
三
）
年
に
も
出
さ
れ
て
い
る
⑽
。
こ
の
と
き
は
預
所
の
代
官
に
対
し
、

「
惣
而
依
怙
贔
屓
不
致
、
聊
之
品
ニ
而
茂
ま
い
な
ひ
ニ
似
寄
候
儀
た
り
と
も
決
而
請
申
間
敷
候
、
若
如
何
敷
筋
相

聞
候
ハ
ヽ
急
度
可
被
仰
付
候
、
此
段
手
代
共
江
堅
可
申
付
候
」
と
指
示
し
て
い
た
。
や
は
り
手
代
（
下
代
）
ク
ラ

ス
が
賄
賂
を
受
け
取
る
事
態
を
問
題
視
す
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
こ
と
は
行
政
組
織
の
な
か
で
一
般
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
頻
発
す
る
業

務
上
の
不
始
末
を
理
由
に
し
た
処
罰
に
は
、
そ
の
よ
う
な
役
職
上
の
不
正
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
実
態
が
反

映
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
近
世
社
会
に
あ
っ
て
、
役
職
上
の
地
位
を
利
権
化
し
、
し
か
も
集
団
と

し
て
独
占
す
る
こ
と
は
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
福
井
藩
の
行
政
機
構
も
、
一
面
で
は
昇
進
制
を
組
み
込
ん
だ

合
理
的
な
装
い
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
他
面
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
込
ん
で
い
た
よ
う
に
も
思

え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
の
個
々
人
の
履
歴
の
分
析
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

註
　

⑴ 

吉
田
健
「
幕
末
維
新
期
の
福
井
藩
人
事
関
係
資
料
（
松
平
文
庫
）
に
つ
い
て
」『
福
井
県
文
書
館
資
料
叢
書
９　

福
井
藩
士
履
歴
１　

あ
～
え
』
福
井
県
文
書
館
、
二
〇
一
三
年
。

　

⑵
『
福
井
市
史　

通
史
編
２　

近
世
』
福
井
市
、
二
〇
〇
八
年
、
一
〇
九
頁
。

　

⑶
『
福
井
市
史　

資
料
編
６　

近
世
四
上
』
福
井
市
、
一
九
九
七
年
、
四
五
三
「
小
役
人
格
以
下
跡
目
定
」。

　

⑷
『
福
井
市
史　

資
料
編
６　

近
世
四
上
』
三
六
八
「
徒
格
以
下
跡
目
ニ
付
達
」。

　

⑸
『
福
井
市
史　

資
料
編
６　

近
世
四
上
』
四
四
九
「
士
分
取
立
方
定
書
」。

　

⑹
『
福
井
市
史　

資
料
編
４　

近
世
二
』
福
井
市
、
一
九
八
八
年
、
五
六
「
松
平
吉
品
給
帳
」。 

　

⑺
藤
井
讓
治
「
幕
藩
官
僚
制
論
」『
講
座
日
本
歴
史
５　

近
世
１
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
三
五
二
～
三
五
四
頁
。

　

⑻
舟
澤
茂
樹
「
福
井
藩
の
卒
族
に
つ
い
て
」『
福
井
県
地
域
史
研
究
』
五
号
、
一
九
七
五
年
、
七
五
頁
。

　

⑼
『
福
井
市
史　

資
料
編
６　

近
世
四
上
』
六
五
三
「
下
役
締
方
達
」。

　

⑽
『
福
井
市
史　

資
料
編
６　

近
世
四
上
』
五
三
二
「
預
所
代
官
勤
方
達
」。



「与力」について

　既刊叢書の解説・参考資料では、「新番格以下」を「『与力』から『下代』、すなわち『諸組（足軽）』を除く『卒』身分
の藩士の人事記録」として扱ってきた。しかし、嘉永 5 年時点の与力 39 名は、慶応 2 年 10 月 22 日までには全て士分に
召し出され、「新番格以下」には与力が含まれていないことが判明した。そのため、参考資料の図「各資料と家格などと
の関係」を一部改訂した。
　鈴木準道「福井藩役々勤務雑誌」（A0143－02352 ～ 02354）によれば、与力は「家老上席 3 人へ 10 名ずつ、また城代へ
9 名」付属された。「剝札」の記載からは、この与力のうち武芸師役を勤めていた岡田助三郎（弓術）と慶増安太夫（槍
術）の 2 名が嘉永 5 年 11 月 14 日に「此後猶更家業引立方格別之御評議」によって新番組に、また禁門の変での「大砲差
配行届格別相働候」を認められた吉田源八郎は「御賞」として元治元年 9 月朔日に大番組に入れられたことがわかる。残
る 36 名については「越前世譜茂昭様御代」（A0143－01986）の慶応 2 年 10 月 22 日条に「今度御趣意ニ付与力之者三十六
人被召出、新番並組ニ被仰付、御充行廿三石五人扶持宛被下、席之儀ハ家督順ニ被仰付之」とあって全員の名前が列挙さ
れているので、この時から新番並組（新番格）に入れられたことが判明する。
　大番組・新番組・新番並組はいずれも士分の家格であるため、与力 39 名はすべて「剝札」「士族」「士族略履歴」に名
前が収載されるようになった。

叢書（藩士履歴） 士分への召出し
巻 頁 見出し名 出典 日付 家格

1 52 荒川一郎 士族 慶応 2.10.22 新番並組
1 74 浅見他五郎 士族 慶応 2.10.22 新番並組
1 233 岩崎巌 剝札 慶応 2.10.22 新番並組
1 235 岩路彦太夫 剝札 慶応 2.10.22 新番並組
1 239 礒谷要助 士族 慶応 2.10.22 新番並組
1 239 礒松修也 士族 慶応 2.10.22 新番並組
1 240 伊庭藤次郎 士族 慶応 2.10.22 新番並組
2 91 小嶋平馬 士族 慶応 2.10.22 新番並組
2 114 岡田助三郎 剝札 嘉永 5.11.14 新番組
2 142 奥山七郎 士族 慶応 2.10.22 新番並組
2 143 尾崎久馬勝 士族 慶応 2.10.22 新番並組
2 217 梶川喜左衛門 略履歴 慶応 2.10.22 新番並組
2 308 栗間権平 士族 慶応 2.10.22 新番並組
3 4 慶増安太夫 剝札 嘉永 5.11.14 新番組
3 149 佐藤専介 士族 慶応 2.10.22 新番並組
3 182 嶋瀬東右衛門 剝札 慶応 2.10.22 新番並組
3 194 杉田清 士族 慶応 2.10.22 新番並組
4 36 高橋平太夫 役成 慶応 2.10.22 新番並組
4 67 田中新太郎 役成 慶応 2.10.22 新番並組
4 145 寺本仲 士族 慶応 2.10.22 新番並組
4 166 土肥喜三太 剝札 慶応 2.10.22 新番並組
4 265 名越作平 剝札 慶応 2.10.22 新番並組
4 266 成見保 剝札 慶応 2.10.22 新番並組
4 288 丹羽真一 剝札 慶応 2.10.22 新番並組
5 116 畑六平 剝札 慶応 2.10.22 新番並組
5 226 堀彦四郎 士族 慶応 2.10.22 新番並組
5 313 松浦志津雄 士族 慶応 2.10.22 新番並組
6 106 森新八 士族 慶応 2.10.22 新番並組
6 130 山田豊吉 士族 慶応 2.10.22 新番並組
6 185 安井藤八 剝札 慶応 2.10.22 新番並組
6 188 屋代順平 士族 慶応 2.10.22 新番並組
6 189 屋代源吾 士族 慶応 2.10.22 新番並組
6 189 山岡愨而 士族 慶応 2.10.22 新番並組
6 196 湯浅六郎左衛門 剝札 慶応 2.10.22 新番並組
6 215 吉田源八郎 役成 元治 1. 9. 1 大番組
6 224 依田鉄三郎 剝札 慶応 2.10.22 新番並組
6 224 依田官左衛門 役成 慶応 2.10.22 新番並組
6 224 義江半右衛門 役成 慶応 2.10.22 新番並組
6 224 吉江庄兵衛 役成 慶応 2.10.22 新番並組



参考資料

福井藩家臣団の家格別人数
(嘉永５年)

・荒子・中間等の小者973名を除く。
・舟澤茂樹氏「福井藩家臣団と藩士の昇進」
　『福井県地域史研究』創刊号 1970年による。

家      格 人　数

（

士
族
略
履
歴

諸
役
人
并
町
在
御
扶
持
人
姓
名

各資料と家格などとの関係

「よたれ」欠

新番格以下

士族略履歴

本多家
高知席
高　家
寄合席
定座番外席
番士  役番外
　　　大番など
新番・新番格
医師・絵師など

　士分合計

与力
小役人
一統目見席
小算・坊主・下代
諸組(足軽)

　卒合計

家臣団総計

1
16
2

38
14

106
495
81
49

　802

39
84
87

347
1,341

1,898

2,700

◆
　
　
札

子
弟
輩
な
ど

旧
藩
制
役
成

増
補
雑
輩

        

な
ど

（改訂版。詳細は右頁）

士族 旧藩制役成剝札

士
　
　
族

「かよたれそ」
欠

＊嘉永5年の表にある与力39名は、慶応2年10月22日までに全員が士分として召し出されたため、
「剝札」「士族」「士族略履歴」に収載されている。
＊なお、嘉永5年の表に載っていないが、元武生家来（府中本多家家臣。ただし物頭以上）の29
名も明治2年11月25日の改革で士分とされたため「剝札」「士族」に収載されている。

「書役」について

　「新番格以下」1 ～ 7、および「雑輩之類剝札」の巻末にはそれぞれ以下の「書
役」が記載されている。「新番格以下増補雑輩」には記されていない。
　「書役」について詳しくは吉田健「幕末維新期の福井藩人事関係資料（松平文庫）
について」『福井藩士履歴１　あ～え』解説を参照。

剝

新番格以下 増補雑輩 剝札

家数 人数 人数 人数

イ 27 115 30 1

ハ 30 117 12

ニ 6 31 4

ホ 7 36 2

ト 12 56 2

チ 2

リ 1 1

ヲ 34 116 10

ワ 12 61 3

カ 20 79 13 1

ヨ 26 100 12

タ 41 173 13 2

ツ 10 41 7

ネ 1 3

ナ 17 78 5 1

ム 9 43 3

ウ 8 42 8

ノ 17 67

ク 10 40 1

ヤ 25 98 2

マ 25 103 14

ケ 1

フ 16 64 10 1

コ 11 43 4 2

エ 8 27

テ 2 8

ア 16 69 7

サ 25 109 9 1

キ 8 36 2

ミ 8 43 1

シ 16 75 6 2

ヒ 6 22 4

モ 7 28 2

セ 2 7

ス 4 17 2 1

合計 467 1948 187 16

書役名 「新番格以下」にみえる記事
御記録書継方下代
　二見浦右衛門

（弘化四年九月）同月十八日御目付御記録書継方下代被仰付候

石原甚十郎物書
　大橋佐四郎

―

横田作太夫物書
　大瀬弥作

（元治元）同年六月廿四日昨秋詰中御目付御記録書継被仰付、
格別出精相勤候ニ付小寄合格ニ被成下金五百疋被下置候

土屋十郎右衛門物書
　寺嶋仙右衛門

天保六未年御目付大関新五左衛門組江被召抱
同十四卯年物書役被仰付

中根新左衛門物書
　森永常次

御目付物書 森永儀兵衛（真柄）と同一人物か？

浅井八百里物書
　鷲田直四郎

弘化四未年物書役被仰付
弘化四未年十月十九日江戸詰之処御呼返し浅井八百里物書役
被仰付・�点線は原本の区切り。

・��家数・人数のイ～リは確定値。ヲ以下及び新番
格以下増補雑輩・雑輩之類剝札は筆耕原稿など
による概数。

・��新番格以下増補雑輩・雑輩之類剝札は家として
管理されていないので人数のみ。

「新番格以下」及び「新番格以下増補雑輩」
「雑輩之類剝札」に掲載されている家数・
人数


